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消費税インボイスの対応は大丈夫ですか？

消費税インボイス記帳指導会開催中 ～事前準備が重要です～

令和５年１０月１日からインボイス制度が開始されました。インボ

イス（適格請求書発行事業者）の登録申請をし、消費税課税事業者

となられた方は、インボイスの交付・確認保存とともにインボイス

に対応した帳簿を記帳しなければなりません。消費税の税区分など

対応した記帳をしていないと消費税の申告ができません。特に一般

課税で申告される方は記帳方法を始め消費税の申告に向けて事前準

備が必要です。

１２月からの決算準備指導会及び翌年１月からの確定申告指導会で

はインボイス対応した記帳指導は行いませんので、ご不明な点があ

る方は１１月中にご来所ください。

免税事業者の方でインボイス登録申請し、インボイス発行事業者となった方で

免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間に、登録に関する経過措置の適用に

より適格請求書発行事業者の登録を受け、登録を受けた日から課税事業者となる場合、その登録を受けた課税期間

から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した届出書(消費税簡易課税制度選択届出書)をその課税期間中に提出す

れば、その課税期間から簡易課税制度を適用することができます。

※課税事業者(基準期間の課税売上高が１千万円超)の場合は消費税簡易課税制度選択届出書を令和５年12月31日迄に提出すると令和６年分
から適用になります。

令和５年分から簡易課税を選択する場合の届出の提出期限は令和５年１２月３１日迄です。

【簡易課税制度とは…】

簡易課税制度では、課税仕入れ等に係る消費税額は課税売上げに係る消費税額にみなし仕入率を乗じて算出します。

そのため、実額による仕入税額の計算や課税仕入れ等に係る適格請求書等の保存などが不要になり、事務負担の軽

減を図ることができます。

適用要件及び注意事項

●基準期間（個人事業者は前々年）の課税売上高が5,000万円を超える場合には、その課税期間については、簡易

課税制度は適用できません。

●簡易課税制度の適用を受けている事業者が、その適用をやめようとする場合には、その課税期間の初日の前日

までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

なお、簡易課税制度の適用を受けている事業者は、事業を廃止した場合を除き、２年間継続して適用した後で

なければ、その適用をやめることはできません。
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小
学
生
の
税
の
書
道
展

税
を
考
え
る
週
間

神
奈
川
税
務
署
及
び
管
内
関
係
民
間
団
体
に
よ
る｢

小
学

生
の
税
の
書
道
展
」
を
左
記
の
通
り
開
催
い
た
し
ま
す
。

本
年
も
提
出
さ
れ
た
力
作
の
中
か
ら
選
出
さ
れ
た
作
品
を

展
示
し
て
お
り
ま
す
の
で
是
非
、
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

●
展
示
期
間

令
和
５
年
11
月
８
日
（
水
）
〜
14
日
（
火
）

●
展
示
場
所

キ
ュ
ー
ビ
ッ
ク
プ
ラ
ザ
新
横
浜
５
〜
７
階
及
び
９
階
東
側
通
路

第
２
期
分
予
定
納
税
の

納
期
と
減
額
申
請

第
２
期
分
納
付
期
限
は
11
月
30
日
迄
で
す
。

税
務
署
か
ら
送
付
さ
れ
た
「
予
定
納
税
額
の
通
知
書
」
に

記
載
さ
れ
た
第
２
期
分
の
金
額
が
納
税
額
と
な
り
ま
す
。
第

２
期
分
は
令
和
５
年
11
月
１
日
（
水
）
か
ら
令
和
５
年
11
月

30
日(

木
）
ま
で
に
、
納
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た

振
替
納
税
を
ご
利
用
の
方
の
第
２
期
分
は
令
和
５
年
11
月
30

日
（
木
）
に
指
定
の
金
融
機
関
の
口
座
か
ら
自
動
的
に
引
き

落
と
さ
れ
ま
す
。

廃
業
、
休
業
又
は
業
績
不
振
等
の
理
由
に
よ
り
、
前
年
並

み
の
税
額
が
発
生
し
な
い
事
が
明
ら
か
で
あ
れ
ば
、
減
額
の

申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
第
２
期
分
の
減
額
申
請
を

す
る
場
合
は
、
令
和
５
年
11
月
１
日
（
水
）
か
ら
令
和
５
年

11
月
15
日
（
水
）
ま
で
に
予
定
納
税
額
の
減
額
申
請
書
」
を

税
務
署
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
（
こ
の
場
合
は
、
令
和
５
年

10
月
31
日
の
現
況
で
見
積
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
）
。
「
予

定
納
税
額
の
減
額
申
請
書
」
を
提
出
し
て
承
認
さ
れ
れ
ば
、

２割特例とは
免税事業者がインボイス発行事業者になったときは、令和５年10～12月分から令和８年分までの計４回の申告で、

消費税の納税額を売上税額の２割に軽減する特例を選択できます。 一般課税、簡易課税のどちらを選択していても

２割特例を適用可能。適用にあたっては事前の届出は不要であり、申告時に選択することができます。

※２割特例が適用できるかについては国税庁ＨＰ『イ

ンボイス発行事業者の「２割特例」適用可否フローチャー

ト』や『インボイス制度Ｑ＆Ａ問１１５《２割特例の

適用ができない課税期間①》』をご参照ください。

２割特例と簡易課税の納税額試算表
この試算表では、２割特例または簡易課税を適用した場合の納税額の目安を示しています。消費税は所得税とこと

なり、延納制度がありません。納付が遅れると延滞税が発生しますので、納税の事前準備をしてください。

『インボイス制度Ｑ＆Ａ問１１５《２割

特例の適用ができない課税期間①》』

『インボイス発行事業者の「２割特例」

適用可否フローチャート』
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令和６年１月１日より

もっと詳しく知りたい

方は、「電子帳簿等

保存制度特設サイト」

をご覧ください。

改ざん防止のための

事務処理規定や索

引簿のサンプルはこ

ちらから確認できま

す。

３つの要件

C

B

A

●税務調査等の際に電子取引データの「ダウンロードの求め（調査担当者にデータのコピーを提供すること）」に応じることができるようにしている場合

で以下の対象者は検索機能（上記B）は不要となります。

イ 基準期間（２課税年度前）の売上高が「5,000 万円以下」の保存義務者

ロ 電子取引データをプリントアウトした書面を、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理された状態で提示･提出することができるようにして

いる保存義務者

●次のイ･ロの要件をいずれも満たしている場合には、改ざん防止や検索機能など保存時に満たすべき要件に沿った対応（上記A、B、C）は不要とな

り、電子取引データを単に保存しておくことができることとされました。

イ 保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所轄税務署長が相当の理由があると認める場合

（事前申請等は不要です。）

ロ 税務調査等の際に、電子取引データの「ダウンロードの求め」及びその電子取引データをプリントアウトした書面の提示･提出の求めにそれぞれ

応じることができるようにしている場合
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港 北 出 張 所 開 設 日

●開 設 日

11月 ６日(月)・13日(月)・20日

(月)

27日(月)

●相談受付時間 10時～11時・13時～14時

●電 話 番 号 ０７０-５５９３-２０２８

税理士・弁護士による

無 料 税 務 ・ 法 律 相 談 会
（ 第 1 火 曜 日 ）

●会 場 事 務 局
●相談受付時間 1 3 時～ 1 5時

●予約電話番号 ０４５-５７７-０６１５

※相談時間は、お一人様３０分の予約制となっております。

事前にお電話いただきますようお願いいたします。

会
の
う
ご
き

７
月

１
日
〜
10
日

源
泉
指
導
会

４
日

無
料
税
務
相
談
会

７
日

県
連
事
務
局
長
会
議

11
日

県
連
正
副
会
長
会
議
・
理
事
会

12
日
・
14
日
・
18
日
・
20
日

青
色
学
校

20
日

八
者
会
定
例
会
議
・
意
見
交
換
会

21
日

農
協
合
同
記
帳
相
談
会

25
日

署
共
催
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
説
明
会

26
日

会
長
・
副
会
長
会
議

28
日

県
連
職
員
研
修
会

８
月

１
日

無
料
税
務
・
法
律
相
談
会

青
色
全
体
役
員
会

７
日

全
青
色
役
職
員
研
修
会

10
日

農
協
合
同
記
帳
相
談
会

14
日
〜
17
日

夏
季
休
業

22
日

県
連
臨
時
理
事
会

23
日

県
連
青
年
部
常
任
委
員
会

24
日

農
協
合
同
記
帳
相
談
会

25
日

県
連
Ｄ
Ｘ
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

29
日

署
共
催
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
説
明
会

職
員
研
修
会

９
月

１
日
〜
29
日

記
帳
確
認
指
導
会

１
日
・
４
日
・
19
日
・
21
日
・
28
日

生
活
習
慣
病
検
診

５
日

無
料
税
務
相
談
会

６
日

会
長
・
副
会
長
会
議

６
日
・
７
日
・
８
日
・
12
日
・
13
日
・
14
日
・
15
日
・
19
日

・
20
日
・
22
日
・
25
日
・
26
日

受
託
事
業
記
帳
指
導
説
明
会
（
説
明
会
・
会
計
ソ
フ
ト
）

11
日
・
12
日
・
14
日
・
26
日

農
協
合
同
記
帳
相
談
会

13
日

ふ
る
さ
と
港
北
ふ
れ
あ
い
ま
つ
り
出
店
者
説
明
会

15
日

八
者
会
定
例
会
議

20
日

書
道
展
準
備
作
業

署
共
催
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
説
明
会

22
日

県
連
局
署
会
合
同
会
議

●日 程

税 務 相 談 12月５日(火)

法 律 相 談 12月５日(火)

親
睦
日
帰
り
バ
ス
旅
行

日
本
100
名
城

小
田
原
城
め
ぐ
り

と

箱
根
大
涌
谷

〜
箱
根
神
社
の
旅

10
月
３
日
（
火
）
会
員
親
睦
日
帰
り
バ
ス
旅
行

が
４
年
ぶ
り
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
新
横
浜
駅
を
予

定
通
り
出
発
し
、
途
中
渋
滞
も
な
く
ス
ム
ー
ズ
に

箱
根
に
入
り
ま
し
た
。
ま
ず
始
め
に
到
着
し
た
の

は
箱
根
温
泉
の
泉
源
地
「
大
涌
谷
」
。
つ
い
２
、

３
日
前
ま
で
は
暑
い
日
が
続
い
て
い
た
の
が
、
過

ご
し
や
す
い
気
温
の
晴
天
で
気
分
も
晴
れ
や
か
。

見
渡
す
箱
根
の
山
々
は
も
ち
ろ
ん
、
富
士
山
も
雲

ひ
と
つ
な
く
綺
麗
に
見
え
て
感
激
で
し
た
。
大
涌

谷
の
名
物
、
ひ
と
つ
食
べ
る
と
７
年
寿
命
が
延
び

る
と
言
わ
れ
る
「
名
物
黒
た
ま
ご
」
を
早
速
堪
能

い
た
し
ま
し
た
。

次
に
向
か
っ
た
の
は
元
箱
根
の
中
で
圧
倒
的
な

存
在
感
を
放
つ
「
箱
根
神
社
」
。
古
来
よ
り
山
岳

信
仰
の
地
と
し
て
栄
え
、
近
年
で
は
強
力
な
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
人
気
の
神
社
と

の
こ
と
。
湖
上
に
建
て
ら
れ
た
平
和
の
鳥
居
は
人
気
の
撮
影
ス
ポ
ッ
ト
だ
け
あ
っ
て
長

い
行
列
が
出
来
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
い
よ
い
よ
楽
し
み
に
し
て
い
た
昼
食
で
す
。
隠
れ
家
的
存
在
で
人
気
の
季
作

久
は
相
模
湾
の
海
が
一
望
で
き
、
素
晴
ら
し
い
景
色
の
な
か
で
食
べ
る
料
理
は
絶
品
で
、

贅
沢
な
ラ
ン
チ
タ
イ
ム
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

そ
し
て
お
腹
い
っ
ぱ
い
の
後
は
、
「
小
田
原
城
」
を

見
学
。
小
田
原
城
天
守
閣
の
展
望
デ
ッ
キ
か
ら
は
箱
根

の
山
々
や
相
模
湾
、
小
田
原
の
街
並
み
が
一
望
で
き
、

サ
ム
ラ
イ
館
、
ニ
ン
ジ
ャ
館
で
は
武
士
や
忍
者
の
気
分

を
味
わ
え
ま
し
た
。

最
後
は
、
鈴
廣
か
ま
ぼ
こ
の
里
「
鈴
な
り
市
場
」
に

寄
り
、
沢
山
の
お
土
産
を
買
い
、
帰
路
に
つ
き
ま
し
た
。

４
年
ぶ
り
の
会
員
親
睦
旅
行
は
天
候
に
恵
ま
れ
、
と

て
も
楽
し
く
有
意
義
な
時
間
を
過
ご
す
こ
と
が
出
来
ま

し
た
。


